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政

A
-
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報

O
貿
易
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
(
一
三
一
)

O
貿
易
保
険
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る

政
令
(
一
一
二
二
)

O
次
代
の
社
会
を
担
う
子
ど
も
の
健
全
な
育

成
を
図
る
た
め
の
次
世
代
育
成
支
援
対
策

推
進
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一

部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関

す
る
政
令
(
一
一
二
三
)

O
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的

制
樹
倒
剖
樹
謝
吋
引
対
副
d
闘
側
出
倒
。

整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に

倒
引
開
倒
閥
制
叫
割
倒
割
叫
開
計
引
制
令

(
一
一
二
四
)

官木曜日口
H

一
5
一
2
一
月一9
一
年一

O
電
波
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る

沼
一
省
令
(
総
務
七
四
)

思
び
崎
川
問
附
倒
閣
関
川
直
間
的

平
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の

整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に

倒
引
周
到
矧
倒
割
問
倒
割
判
制
型
備
に
関

す
る
省
令
(
厚
生
労
働
一

O
八
)

省

A
W〕

O 

(号外)
独立行政法入国立印刷局

〔&ロ

ホ〕

O
無
線
局
免
許
申
請
書
等
に
添
付
す
る
無
線

局
事
項
室
田
及
び
工
事
設
計
書
の
各
欄
に
記

載
す
る
た
め
の
コ

1
ド
表
(
無
線
局
の
目

的
コ

1
ド
及
び
通
信
事
項
コ

l
ド
を
除

く
。
)
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

(
総
務
三
二
ハ
)

O
登
録
検
査
等
事
業
者
等
規
則
第
十
七
条
及

び
別
表
第
五
号
第
三
の
三
間
の
規
定
に
基

づ
く
登
録
検
査
等
事
業
者
等
が
行
う
検
査

の
実
施
方
法
等
及
び
無
線
設
備
の
総
合
試

験
の
具
体
的
な
確
認
の
方
法
を
定
め
る
件

の
一
部
を
改
正
す
る
件
(
同
コ
二
七
)

O
登
録
検
査
等
事
業
者
等
規
則
第
二
十
条
及

び
別
表
第
七
号
第
三
の
三
凶
の
規
定
に
基

づ
く
登
録
検
査
等
事
業
者
等
が
行
う
点
検

の
実
施
方
法
等
及
び
無
線
設
備
の
総
合
試

験
の
具
体
的
な
確
認
の
方
法
を
定
め
る
件

の
一
部
を
改
正
す
る
件
(
同
一
三
八
)

O
電
波
法
施
行
規
則
第
十
五
条
の
二
第
二
項

第
一
号
及
び
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、

同
項
第
一
号
及
び
第
三
号
の
無
線
局
に
使

用
さ
せ
る
電
波
の
周
波
数
を
定
め
る
件

(
同
一
三
九
)

O
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
公
表
す
る
件

(
同
三
二

O
)

O
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
公
表
す
る
件
(
同
一
二
一
一
一
)

O
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
公
表
す

る

件

(

同

=

コ

コ

己

四

一

O
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
資
金
管

理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
公
表
す
る

件
(
同
三
二
一
二
)

区E-t; 

b 

O 

寸二

O
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
資
金
管

理
団
体
の
指
定
の
取
消
し
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
公
表
す
る
件
(
同
三
二
四
)

O
医
療
法
施
行
規
則
第
三
十
条
の
三
十
三
の

a
1
3市
-d堀
掴
は
製
ゴ
封
劇
出
矧
働
対

臣
が
定
め
る
方
法
を
定
め
る
件

(
厚
生
労
働
三
六
二
)

O
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条

の
十
二
の
二
第
三
項
、
第
二
十
三
条
の
十

二
の
三
第
一
項
及
び
第
二
十
三
条
の
十
二

の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
書
類
(
同
三
六
一
二
)

r一一、

公

生
口
〕

i'-

諸

事

項

アL

裁
判
所
破
産
、
免
責
関
係

特
殊
法
人
等
'

独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
特

定
計
量
器
型
式
承
認
、
東
日
本
高
速
道
路

株
式
会
社
料
金
の
額
及
び
徴
収
期
間
の
変

更
、
型
式
適
合
認
定
、
厚
生
年
金
基
金
清

算
結
了
・
清
算
人
退
任
関
係

地
方
公
共
団
体

公
債
抽
せ
ん

人
関
係

会
社
そ
の
他

会
社
決
算
公
告

(
東
京
都
区
)
、

行
旅
死
亡

Eヨ= IZE 

IZE IZE 
Z王

〈
〉
貿
易
保
検
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
(
政
令

第
三
一
二
号
)
(
経
済
産
業
省
)

-
用
語
の
定
義

こ
の
政
令
に
お
い
て
、
「
輸
出
契
約
」
等
と
は
、
そ
れ

ぞ
れ
貿
易
保
険
法
(
昭
和
二
五
年
法
律
第
六
七
号
)
に

規
定
す
る
輸
出
契
約
等
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
(
第
一
条

関
係
)

2

輸
出
契
約
等
の
定
義

普
通
貿
易
保
険
等
の
対
象
と
な
る
輸
出
契
約
等
に
お

い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
な
事
項
を
定
め
る

こ
と
と
し
た
。
(
第
一
条
の
二
関
係
)

3

独
立
行
政
法
人
日
本
貿
易
保
険
が
本
邦
法
人
を
相
手

方
と
し
て
湾
保
険
を
引
き
受
け
る
保
険

独
立
行
政
法
人
日
本
貿
易
保
険
が
本
邦
法
人
そ
相
手

方
と
し
て
再
保
険
を
引
き
受
け
る
保
険
は
、
輸
出
者
が

外
国
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
為
替
取
引
の
制
限
又
は
禁

止
等
に
よ
っ
て
貨
物
を
輸
出
す
る
と
と
が
で
き
な
く

な
っ
た
こ
と
に
よ
り
受
け
る
損
失
等
を
保
険
契
約
で
定

め
る
一
定
額
を
限
度
と
し
て
填
補
す
る
保
険
等
と
す
る

こ
と
と
し
た
。
(
第
一
条
の
三
関
係
)

4

普
通
貿
易
保
険

普
通
貿
易
保
険
の
対
象
は
、
輸
出
者
等
が
保
険
契
約

の
締
結
後
生
じ
た
外
国
に
お
け
る
戦
争
、
革
命
又
は
内

乱
に
よ
り
輸
出
貨
物
等
の
保
管
又
は
維
持
に
要
す
る
費

用
等
を
新
た
に
負
担
す
べ
き
と
と
と
な
っ
た
こ
と
に
よ

り
受
け
る
損
失
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
(
第
一
九
条
関

係
)

5
出
資
外
国
法
人
等
貿
易
保
険

H

出
資
外
国
法
人
等
が
貨
物
を
販
売
等
し
た
場
合
に

外
国
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
為
替
取
引
の
制
限
又
は

禁
止
等
に
よ
っ
て
当
該
貨
物
の
代
金
等
を
回
収
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
よ
り
受
け
る
損
失
に
係
る

出
資
外
国
法
人
等
貿
易
保
険
の
対
象
と
な
る
貨
物

は
、
設
備
(
航
空
機
及
び
船
舶
を
含
む
。
)
並
び
に
石

油
、
可
燃
性
天
然
ガ
ス
、
石
炭
真
ひ
金
属
鉱
物
と
す

る
こ
と
と
し
た
。
(
第
二

O
条
関
係
)

〈
〉
貿
易
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を

定
め
る
政
令
(
政
令
第
三
二
号
)
(
経
済
産
業
省
)

貿
易
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(
平
成
二
六
年

法
律
第
一
九
号
)
の
施
行
期
臼
は
、
平
成
二
六
年
一

O
月

一
日
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

IZE 
ノ、

/可、

IZE 
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地
域
に
お
け
る
医
療
真
ひ
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
閲
す
る
法
律
の
一
部

の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
を
こ
と
に
公
布
す
る
。

平成 26年9月25日

御

御

震

名平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
五
日

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣
麻
生
太
郎

政
令
第
三
百
十
四
号

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
幣
備
等
に
関
す
る
法
律
の

一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
繋
備
等
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
そ
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
閲
す
る
法

律
(
平
成
二
十
六
年
法
律
第
八
十
三
号
)
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
医
療
法
(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五

号
)
第
六
条
、
外
国
医
師
等
が
行
う
臨
床
修
練
等
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
六
十

二
年
法
律
第
二
十
九
号
)
第
二
十
一
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
向
法
第
三
条
第
九
項
再
ひ
国
家
行
政
組
織
法

(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
)
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

(
医
療
法
施
行
令
の
一
部
改
正
)

第
一
条
医
療
法
施
行
令
(
昭
和
二
十
二
一
年
政
令
第
三
百
二
十
六
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
並
び
に
第
十
四
条
の
二
第
一
項
第
一
号
」
を
「
、
第
十
四
条
の
ニ
第
一
項
第
一
口
ぎ
に
改
め
、

「
第
二
号
」
の
下
に
「
並
び
に
第
三
十
条
の
十
二
」
そ
加
え
、
「
適
用
し
な
い
」
を
「
、
適
用
し
な
い
」
に
改
め
、
同

条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

3

皇
室
用
財
産
で
あ
る
病
院
又
は
診
療
所
に
つ
い
て
は
、
法
第
三
十
条
の
十
二
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

第
五
条
の
二
第
二
項
中
「
附
条
第
二
項
第
十
一
口
さ
を
「
同
条
第
二
項
第
十
二
号
」
に
改
め
る
。

第
五
条
の
十
二
及
、
ひ
第
五
条
の
十
五
中
「
第
五
十
七
条
第
四
項
」
宇
佐
「
第
五
十
七
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

(
外
悶
医
師
等
が
行
う
臨
床
修
練
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
)

第
二
条
外
国
医
師
等
が
行
う
臨
床
修
練
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
(
昭
和
六
十

二
年
政
令
第
三
百
六
十
三
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

外
国
医
師
等
が
行
う
臨
床
修
練
等
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令

第
一
条
中
「
外
国
医
附
笥
が
行
う
臨
床
修
練
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
外
国

医
師
川
等
、
が
行
う
椋
床
修
練
等
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

第
二
条
中
「
第
三
条
第
八
項
」
を
「
第
三
条
第
九
政
(
法
第
二
十
一
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
)
」
に
改
め
る
。

(
公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
法
律
そ
定
め
る
政
令
の
一
部
改
正
)

第
三
条
公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
法
律
を
定
め
る
政
令
(
平
成
十
七
年
政
令
第
百
四
十
六
号
)
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
百
八
十
七
号
中
「
外
出
医
師
等
が
行
う
臨
床
修
練
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
」

を
「
外
国
医
師
等
が
行
う
臨
床
修
練
等
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

(
厚
生
労
働
省
組
織
令
の
一
部
改
正
〕

第
四
条
厚
生
労
働
省
組
織
令
(
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
三
条
中
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
九
号
の
次
に
次
の
一
口
可
申
『
』
加
え
る
。

十
外
国
医
師
等
、
が
行
う
臨
床
修
練
等
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
六
十
二
年

法
律
第
二
十
九
号
)
の
規
定
に
よ
る
外
国
看
護
師
等
(
外
国
に
お
い
て
救
急
救
命
士
に
相
当
す
る
資
格
を
有
す

る
者
に
限
る
。
)
の
臨
床
修
練
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
十
五
条
第
一
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
外
国
医
師
等
が
行
う
臨
序
修
練
等
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
外

国
医
師
及
び
外
国
石
絵
師
等
(
外
国
に
お
い
て
診
療
放
射
線
技
師
、
臨
床
検
査
技
師
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療

法
士
、
視
能
訓
練
士
、
臨
床
工
学
技
士
、
義
肢
装
兵
士
又
は
言
語
聴
覚
土
に
相
当
す
る
資
格
を
有
す
る
者
に
限

る
。
)
の
臨
床
修
練
並
び
に
外
国
医
師
の
臨
床
教
授
等
に
関
す
る
と
と
。

第
三
十
六
条
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
外
国
医
師
等
が
行
う
臨
床
修
練
等
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
外

国
歯
科
医
師
及
び
外
国
有
諮
師
等
(
外
国
に
お
い
て
陥
科
衛
生
士
又
は
歯
科
技
工
士
に
相
当
す
る
資
格
を
有
す

る
者
に
限
る
。
)
の
臨
床
修
練
並
び
に
外
国
歯
科
医
師
川
の
臨
床
教
授
等
に
関
す
る
と
と
。

第
三
十
七
条
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
7
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
外
国
医
師
等
が
行
う
臨
床
修
練
等
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
外

国
看
誕
師
同
等
(
外
国
に
お
い
て
助
産
師
又
は
看
護
師
に
相
当
す
る
資
格
を
有
す
る
者
に
限
る
。
)
の
臨
床
修
練
に

関
す
る
乙
と
。

品

m

則

と
の
政
令
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月
一
臼
か
ら
施
行
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣
麻
生
太
郎

厚
生
労
働
大
臣
塩
崎
恭
久
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O
厚
生
労
働
省
令
第
百
八
号

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
鍛
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
(
平
成

二
十
六
年
法
律
第
八
十
三
号
)
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
待
の
規
定
に
基
っ
き
、
地
域
に
お
け
る
径
療
及

び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
そ
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
鈍
行
に
伴
う
以
生
労
働

省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平

成

二

十

六

年

九

月

二

十

五

日

以

生

労

働

大

阿

梅

崎

恭

久

地
域
に
お
け
る
医
療
真
ひ
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
惣
備
認
に
関
す
る
法
'
伴
の

一
部
の
施
行
に
伴
う
一
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令

(
医
療
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
)

第
一
条
医
療
法
施
行
規
則
(
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
第
一
章
医
療
に
関
す
る
選
択
の
支
援
等
(
第
一
条
|
第
一
条
の
十
)
「
第
一
市
総

目
次
中
第
一
章
の
二
医
療
の
安
全
コ
E
保
(
第
一
条
の
十
一

1
1
第
一
条
の
十
一
二
)
を
第
一
市
の
ニ

第
一
章
の
三
病
院
、
診
療
一
州
町
ひ
助
産
所
の
開
設
(
第
一
条
の
十
四
第
七
条
)
」
綿
一

m
m
E

平成26年9月25日

則
(
第
一
条
)

医
療
に
関
す
る
選
択
の
支
援
等
(
第
一
条
の
二
|
第
一
条
の
十
)

医
療
の
安
全
の
確
保
(
第
一
条
の
十
一
|
第
一
条
の
十
一
二
)
に
、
「
第
四
訟
の
二

病
院
、
診
療
所
及
ひ
助
産
所
の
開
設
(
第
一
条
の
十
四
!
第
七
条
)
」

医
療
計
画
(
第
三
十

条
の

十
J¥ 

第

十
ベも
月、

の

十

を

第第第
四四問
中f;'e寧
ののの

のの
三二基

地医芸
域11:i:針
に計(
お画第
け(三
る第十
病三条
床十の
の条ニ
機の十
能二七
の十の
分八二
化['--'
及第
び三
連十
携条
のの

三

十

三

)

に

、

「

第

三

十

条

の

三

十

三

の

二

」

を

「

第

三

十

祁
逃
(
第
三
十
条
の
三
十
三
の
二
|
第
三
十
条
の
三
十
三
の
七
)
」

条
の
三
十
三
の
八
第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
」
に
改
め
る
。

第
一
条
の
こ
を
第
一
条
の
こ
の
こ
と
す
る
。

第
一
条
中
「
医
療
法
(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
旬
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
)
」
を
「
法
」
に
改
め
、
同
条

を
第
一
条
の
こ
と
す
る
。

第
一
読
の
三
を
第
一
市
の
四
と
し
、
第
一
章
の
こ
を
第
一
章
の
三
と
し
、
第
一
訟
を
第
一
章
の
こ
と
し
、
同
章
の

い
川
に
次
の
一
市
そ
加
え
る
。

第
二
平
総
則

第
一
条
医
療
法
(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
日
り
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
)
第
一
条
の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働

行
令
で
定
め
る
場
所
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
老
人
福
祉
法
(
附
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
)
第
二
十
条
の
四
に
規
定
す
る
養
護
老
人
ホ
1
ム

二
老
人
福
祉
法
第
二
十
条
の
五
に
規
定
す
る
特
別
益
諮
老
人
ホ
l
ム

コ
一
老
人
福
祉
法
第
二
十
条
の
六
に
規
定
す
る
経
費
老
人
ホ
1
ム

四
老
人
福
祉
法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
有
料
老
人
ホ
i
ム

五
前
各
号
に
掲
げ
る
切
所
の
ほ
か
、
医
療
を
受
け
る
者
が
療
養
生
活
を
包
む
乙
と
が
で
き
る
場
所
で
あ
っ
て
、

法
第
一
条
の
二
第
二
引
に
規
定
す
る
医
療
提
供
施
設
以
外
の
場
所

第
九
条
の
二
十
第
一
一
以
第
六
号
ハ
を
削
る
。

泊
三
十
条
の
三
十
三
の
二
第
一
項
中
「
第
三
十
条
の
十
二
第
一
項
第
八
号
」
を
「
第
一
一
一
十
条
の
十
七
第
一
項
第
八

ワ
」
に
改
め
、
同
条
第
二
柄
引
中
「
第
三
十
条
の
十
二
第
一
項
」
を
「
第
三
十
条
の
十
七
第
一
項
」
に
改
め
、
「
昭
和
六

十
年
法
律
第
八
十
八
口
守
」
の
下
に
「
。
次
条
に
お
い
て
「
川
刀
働
者
派
遣
法
」
と
い
う
。
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
第

三
十
条
の
十
二
第
一
項
」
そ
「
第
三
十
条
の
十
七
第
一
刻
」
に
改
め
、
第
四
章
の
三
中
同
条
を
第
三
十
条
の
三
十
三

の
九
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
三
十
条
の
三
十
三
の
八
法
第
三
十
条
の
十
五
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
同
条
第
一
項
各
号
に

仰
げ
る
事
務
を
適
切
、
公
正
か
つ
中
立
に
実
施
で
き
る
者
と
し
て
都
道
府
県
知
事
が
認
め
た
者
と
す
る
。

第
四
市
の
こ
を
第
四
市
の
こ
の
こ
と
し
、
同
準
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
四
牽
の
二
の
三
地
域
に
お
け
る
病
床
の
機
能
の
分
化
及
び
連
携
の
推
進

(
病
床
の
機
能
の
区
分
)

第
一
一
一
十
条
の
三
十
三
の
二
法
第
三
十
条
の
十
二
第
一
項
の
以
生
労
働
省
令
で
定
め
る
区
分
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
と
お
り
と
し
、
そ
の
定
u

ム
は
当
該
各
号
に
{
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一
高
度
急
性
別
機
能
急
性
期
の
患
者
に
対
し
、
当
該
怒
者
の
状
態
の
早
期
安
定
化
に
向
け
て
、
診
療
密
度
の

特
に
山
い
医
肢
を
提
供
す
る
も
の

二
急
性
期
機
能
急
性
別
の
患
者
に
対
し
、
当
該
忠
者
の
状
態
の
早
期
安
定
化
に
向
け
て
、
医
療
を
提
供
す
る

も
の
(
品
川
口
守
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
)

三
回
復
問
機
能
急
性
別
を
経
過
し
た
患
者
に
対
し
、
在
宅
復
帰
に
向
け
た
医
療
又
は
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

の
提
供
を
行
う
も
の
(
急
性
問
を
経
過
し
た
脳
血
杭
疾
患
、
大
腿
脅
頚
部
骨
折
そ
の
他
の
疾
患
の
患
者
に
対
し
、

A
D
L
(
日
常
生
活
に
お
け
る
基
本
的
動
作
を
行
う
能
力
を
い
う
。
)
の
向
上
及
、
ひ
在
宅
復
帰
を
目
的
と
し
た
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
於
供
を
集
中
的
に
行
う
も
の
を
含
む
。
)

問
慢
性
期
機
能
口
火
山
川
に
わ
た
り
療
誌
が
必
裂
な
山
中
山
者
(
長
期
に
わ
た
り
療
養
が
必
要
な
重
度
の
障
害
者
(
重

度
の
意
識
的
害
者
を
含
む
。
)
、
筋
ジ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
患
者
、
難
病
患
者
そ
の
他
の
疾
患
の
患
者
を
含
む
。
)
を
入

院
さ
せ
る
も
の

(
法
第
三
十
条
の
十
二
第
一
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
)

第
三
十
条
の
三
十
三
の
三
法
第
三
十
条
の
十
二
第
一
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
は
、
向
項
の
規
定

に
よ
る
報
告
(
第
三
十
条
の
三
十
三
の
六
に
お
い
て
「
病
床
機
能
報
告
」
と
い
う
。
)
を
行
う
日
の
属
す
る
年
の
七

月
一
日
と
す
る
。
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(
法
第
三
十
条
の
十
二
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令

T
定
め
る
期
間
)

第
三
十
条
の
三
十
三
の
四
法
第
三
十
条
の
十
二
第
一
項
第
二
り
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
則
関
は
、
六
年
間
と

す
る
。
(
法
第
三
十
条
の
十
二
第
一
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
報
告
事
頃
)

第
三
十
条
の
三
十
三
の
五
法
第
三
十
条
の
十
二
第
一
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
構
造
設
備

及
び
人
員
の
配
穏
そ
の
他
必
要
な
事
項
と
す
る
。

(
報
告
方
法
)

第
三
十
条
の
三
十
三
の
六
病
床
機
能
報
告
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
方
法
よ

り
、
一
年
に
一
回
、
十
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
う
も
の
と
す
る
。

一
フ
ァ
イ
ル
等
に
記
録
す
る
方
法

二
レ
セ
プ
ト
情
報
に
よ
る
方
法

2
前
項
第
一
号
の
「
フ
ァ
イ
ル
等
に
記
録
す
る
方
法
」
と
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
委
託
を
受
け
て
病
床
機
能
報
告

の
内
容
そ
の
他
の
必
要
な
情
相
聞
に
つ
い
て
管
理
及
、
ひ
集
計
を
行
う
者
(
以
下
こ
の
項
及
び
次
別
に
お
い
て
「
受
託

者
」
と
い
う
。
)
を
経
由
す
る
方
法
(
乙
の
場
合
に
お
け
る
受
託
者
へ
の
報
告
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る

方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
)
を
い
う
。

イ
送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
節
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
悩
却
の
内
容
を
氾
気
組
依
田

線
を
通
じ
て
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
閲
覧
に
供
し
、
当
銭
情
報
の
提
供
そ
受
け
る
が
れ
の
使
別
に
係
る
心
子

計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
を
記
録
す
る
方
法

ロ
磁
気
テ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
情
報
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
と
と
が
で
き
る

物
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

ハ
書
面
を
交
付
す
る
方
法

3
第
一
項
第
二
号
の
「
レ
セ
プ
ト
情
報
に
よ
る
方
法
」
と
は
、
受
託
者
を
経
由
す
る
方
法
(
と
の
場
合
に
お
け
る

受
託
者
へ
の
報
告
は
、
療
養
の
給
付
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
行
令
(
昭
和
五
十
一

年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
)
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
レ
セ
プ
ト
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
心
川
附
さ
れ
て
い
る
情
報
に

つ
い
て
、
同
令
第
一
条
第
一
項
及
び
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
椀
則
(
平
成
十
九
年
厚
生
労
働

省
令
第
百
二
十
九
号
)
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
方
法
を
活
用
し
て
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。
)
を
い
う
。

一
(
報
告
事
項
の
変
更
)

第
三
十
条
の
三
十
三
の
七
法
第
三
十
条
の
十
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
き
は
、
同
条
第
一
羽
に
焼

定
す
る
病
床
機
能
報
告
対
象
病
院
等
の
管
理
者
が
、
地
域
に
お
け
る
医
療
の
需
要
の
実
的
そ
の
他
の
実
情
在
踏
ま

え
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
し
た
設
準
日
後
病
床
機
能
と
叫
な
る
病
床
の
機
能
区
分
に
係
る
医
療
の
提
供
が
必

要
と
判
断
し
た
と
き
と
す
る
。

2

法
第
三
十
条
の
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
前
条
第
一
環
の
規
定
に
よ
り
川
生
勾
働
大
臣
が
定
め
る

方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
四
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
四
章
の
二
基
本
方
針

(
厚
生
労
働
大
臣
に
よ
る
情
報
提
供
の
求
め
)

第
三
十
条
の
二
十
七
の
二
厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
三
十
条
の
三
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
三
十
条
の
十
二
第

一
項
に
規
定
す
る
病
床
機
能
報
告
対
象
病
院
等
の
開
設
者
又
は
管
理
者
に
対
し
、
第
三
十
条
の
三
十
三
の
六
第
二

項
に
規
定
す
る
受
託
者
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
受
託
お
」
と
い
う
。
)
そ
経
由
し
て
、
同
市
引
に
規
定
す
る
フ
ァ

イ
ル
等
に
記
録
す
る
方
法
又
は
向
条
第
三
項
に
規
定
す
る
レ
セ
プ
ト
情
報
に
よ
る
方
法
に
よ
り
受
託
者
に
報
告
さ

れ
た
情
報
の
提
供
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
条
の
二
十
八
の
二
中
「
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
号
」
を
「
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
一
口
ぎ
に
改

め
る
。第
三
十
条
の
二
十
九
第
一
号
中
「
第
三
十
条
の
凹
第
二
項
第
九
号
」
を
「
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
号
」
に
改

め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
号
」
そ
「
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
ご
と
に
改
め
る
。

第
三
十
条
の
三
十
中
「
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
一
号
」
を
「
第
三
十
条
の
四
第
二
以
第
十
二
号
」
に
改
め
る
。

第
四
章
の
三
に
次
の
一
条
老
加
え
る
。

第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
法
第
三
十
条
の
十
九
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
同
項
に
規
定
す
る
地

域
医
療
支
援
事
務
を
適
切
、
公
正
か
つ
中
立
に
実
施
で
き
る
荷
と
し
て
都
道
府
県
知
事
が
沈
め
た
者
と
す
る
。
た

だ
し
、
医
師
に
つ
い
て
の
職
業
紹
介
事
業
の
事
務
を
委
託
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
織
業
安
定
法
(
昭
和
二
十
二
年
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法
律
第
百
四
十
一
口
守
)
第
三
十
条
第
一
項
又
は
第
三
十
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
職
業
紹
介
事
業
を
行
う
者

に
限
り
、
医
業
に
つ
い
て
の
労
働
者
派
a記
事
業
の
事
務
を
委
託
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
労
働
者
派
遣
法
第
五
条
第

一
項
の
許
可
を
受
け
、
又
は
悶
法
第
十
六
条
第
一
項
の
制
定
に
よ
り
届
出
室
闘
を
提
出
し
て
労
働
者
派
遣
事
業
そ
行

う
者
に
限
る
。

第
三
十
五
条
第
一
項
中
「
第
五
十
七
条
第
四
項
」
を
「
第
五
十
七
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は

得
附
行
為
」
を
削
る
。

附
則
第
五
十
一
条
中
「
(
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
ど
を
削
る
。

附
則
に
次
の
五
条
を
加
え
る
。

(
移
行
計
両
の
認
定
)

第
五
十
六
条
良
質
な
阪
僚
か
」
提
供
す
る
体
制
の
確
立
を
図
る
た
め
の
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(
平
成

十
八
年
法
律
第
八
十
四
り
。
以
下
「
平
成
十
八
年
改
正
法
」
と
い
う
。
)
附
則
第
十
条
の
三
第
一
頃
の
規
定
に
よ
り

移
行
計
閥
(
向
項
に
畑
山
化
す
る
移
行
計
閉
そ
い
う
。
以
下
向
じ
。
)
が
適
当
で
あ
る
旨
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る

経
過
崎
直
医
療
法
人
(
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
二
に
規
定
す
る
経
過
措
置
医
療
法
人
を
い
う
。
)
は
、

別
別
様
式
第
一
に
よ
る
仲
村
行
計
画
認
定
申
訪
訟
に
移
行
計
画
を
添
付
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

2
移
行
計
画
は
、
阿
川
桜
式
第
二
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

3
平
成
十
八
年
改
正
法
附
川
匁
十
条
の
三
第
二
項
第
五
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。
一
合
併
の
見
込
み

二
出
資
者
に
よ
る
お
分
の
放
棄
又
は
払
戻
し
の
見
込
み

三
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
七
の
資
金
の
融
通
の
あ
っ
せ
ん
を
受
け
る
見
込
み

(
移
行
計
画
に
添
付
す
る
川
駅
)

第
五
十
七
条
平
成
十
八
年
改
正
法
附
附
第
十
条
の
三
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
定
款
に
は
、
向
条
第
一
項
の
認
定

を
受
け
る
旨
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
平
成
十
八
年
改
正
法
制
川
第
十
条
の
三
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
出
資
者
名
簿
は
、
附
則
様
式
第
三
に
よ
る

も
の
と
す
る
。

3
平
成
十
八
年
改
正
法
附
川
第
十
条
の
三
第
三
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。
一
社
員
総
会
の
訴
事
録

二
直
近
の
三
会
計
年
度
(
法
第
五
十
三
条
に
規
定
す
る
会
計
年
度
を
い
う
。
)
に
係
る
貸
借
対
照
表
及
、
ひ
損
益
計

針
室
田

(
移
行
計
画
の
変
更
)

第
五
十
八
条
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
移
行
計
画
の
変
更
の
認
定
を
受
け
よ

う
と
す
る
認
定
医
療
法
人
(
問
項
に
規
定
す
る
認
定
医
療
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
は
、
附
則
様
式
第
四
に
よ

る
移
行
計
画
変
更
認
山
申
3

州
市
役
以
生
労
働
大
院
に
抗
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

前
項
の
移
行
計
一
間
変
必
認
定
申
請
童
向
に
は
、
次
に
削
仰
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
変
更
後
の
移
行
計
附

二
変
史
前
の
将
行
計
凶
の
写
し

三
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
三
第
一
一
墳
の
認
定
を
受
け
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
の
写
し

四
社
員
総
会
の
訴
事
鋭

五
そ
の
他
参
考
と
な
る
九
類

3
移
行
計
画
の
趣
旨
の
変
泌
を
伴
わ
な
い
軽
微
な
変
更
は
、
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
四
第
一
項
の
変

更
の
認
定
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

(
移
行
計
画
の
認
定
の
取
消
し
)

第
五
十
九
条
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
四
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
き
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

一
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
三
第
一
一
引
の
認
定
を
受
け
た
日
か
ら
三
ヶ
月
以
内
に
、
当
該
認
定
を
受

け
た
旨
の
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
、
法
第
五
十
条
第
一
項
の
認
可
そ
受
け
な
か
っ
た
と
き
。
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二
認
定
医
療
法
人
が
合
併
以
外
の
理
由
に
よ
り
解
散
し
た
と
き
。

三
認
定
医
療
法
人
が
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
と
き
。

四
認
定
医
療
法
人
が
不
正
の
手
段
に
よ
り
移
行
計
画
の
認
定
を
受
け
た
ζ
と
が
判
明
し
た
と
き
。

五
認
定
医
療
法
人
が
平
成
十
八
年
改
正
法
的
別
第
十
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

六
認
定
医
療
法
人
が
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
八
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告

を
し
た
と
き
。

(
厚
生
労
働
大
臣
へ
の
報
告
)

第
六
十
条
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
八
の
報
告
を
し
よ
う
と
す
る
認
定
医
療
法
人
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
期
間
に
係
る
附
則
様
式
第
五
に
よ
る
実
施
状
況
報
告
書
を
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
ま
で
に
厚
生
労
働
大
臣

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
三
第
一
項
の
認
定
(
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
認
定
」
と
い

う
。
)
を
受
け
た
日
か
ら
同
日
以
後
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
認
定
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年

三
月
そ
経
過
す
る
日

二
認
定
を
受
け
た
日
以
後
一
年
を
経
過
す
る
日
の
翌
日
か
ら
同
日
以
後
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
認

定
そ
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
三
月
を
経
過
す
る
日

2

前
項
に
定
め
る
場
合
の
ほ
か
、
認
定
医
療
法
人
は
、
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
三
第
一
項
の
認
定
を

受
け
た
旨
又
は
新
医
療
法
人
(
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
二
に
規
定
す
る
新
町
民
政
法
人
を
い
う
。
)
へ
移

行
す
る
旨
の
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
、
法
第
五
十
条
第
一
項
の
認
可
そ
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
認
可
を

受
け
た
日
か
ら
三
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
そ
の
出
回
を
州
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

場
合
に
お
い

τ、
認
定
医
療
法
人
は
、
附
則
様
式
第
五
に
よ
る
尖
施
状
況
鍛
告
書
に
次
に
掲
げ
る
中
川
販
を
添
付
し

て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
変
更
後
の
定
款
及
び
当
該
変
更
に
係
る
新
旧
対
照
表

二
定
款
変
更
の
認
可
書
の
写
し

三
社
員
総
会
の
議
事
録

3

前
二
項
の
ほ
か
、
認
定
医
療
法
人
は
、
出
資
者
に
よ
る
持
分
の
放
棄
そ
の
他
の
処
分
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
処
分
の
あ
っ
た
白
か
ら
三
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
そ
の
旨
そ
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
認
定
医
療
法
人
は
、
附
別
様
式
第
五
に
よ
る
実
施
状
況
報
告
書
に
次
に
掲
げ

る
書
類
を
添
付
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
出
資
者
名
簿

二
府
則
様
式
第
六
に
よ
る
出
資
持
分
の
状
、
況
報
告
書

三
そ
の
他
持
分
の
処
分
の
詳
細
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

4

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
出
資
者
に
よ
る
持
分
の
放
棄
が
あ
っ
た
と
き
は
、
認
定
医
療
法
人
は
、
前
項
各
号
の

書
類
に
加
え
て
、
附
別
様
式
第
七
に
よ
る
出
資
持
分
の
放
棄
申
出
書
も
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
則
様
式
第
一
か
ら
附
則
様
式
第
七
ま
で
そ
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
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計
e
u
r
J
パ
昇
d

「
帯
ゆ
活
潮
見
)
淘
炉
M
W
」

NNq
「本

山

w
R淵
δ
同
協
泊
予
」
旦
)
「

i
普
段
ν

測
」
旦
)
益
計
J

点
叩
斗

H
占
味
合
間
鰐
』
「
邸
内
代
。

判
明
命
旦
)
蛍
溜

千有

江E

国
側
」
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17 
年
月
日

円
有

無

18 
年
月
日

円
有

無

19 
年
月
日

円
有

無

20 
年
月
日

円
有

無

d口h
 

計
円

融
資
制
度
利
用
の
見
込
み

6
 利
用
の
見
込
み
(
 )
有
・
(
)
無

融
資
申
請
予
定
額
:

円

合
併
の
見
込
み

7
 

※
注
出
資
持
分
の
放
棄
、
払
戻
、
設
i庭
、
相
続
、
贈
与
が
あ
っ
ー
た
際
に
は
、
出
資
者
名
簿
の
書
き
換
え
を
行
う

こ
と
。

附
則
様
式
第
4
(
附
則
第

58条
第

1
耳
~
閥
係
)移
行
計
画
変
更
認
定
申
詩
書

合
併
の
見
込
み
(
 )
有
・
(
)
無

合
併
の
方
式

(
 )
吸
収
合
併
・
(
)
新
設
合
併

吸
収
合
併
の
場
合
の
法
人
の
状
況
(
 )
存
続
・
(
)
消
滅

合
併
の
相
手
方
法
人
所
在
地

法
人
名

代
表
者
の
氏
名

年

(昨戸戸N限式酢)

日

法
人
所
在
地

法
人
名

代
表
者
の
氏
名

印

年
月
日
付
け
干
5
47
の
良
質
な
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
確
立
を
図
る
た
め
の
医
療
法
等
の

一
部
そ
改
正
す
る
法
律
附
貝
IJ第
10
条
の
3
第
1
項
の
認
定
に
つ
い
て
、
下
記
の
と
お
り
変
更
し
た
い
の
で
、
同
法
附
則

;:rno
条
の
4
第
1
項
の
認
定
を
申
，
1高
し
ま
す
。

法
人
所
在
地

法
人
名

代
表
者
の
氏
名

印

良
質
な
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
健
立
を
図
る
た
め
の
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
10
条
の
8
の
規

定
に
よ
り
、
下
記
の
と
お
り
移
行
計
画
の
実
施
状
況
を
報
告
し
ま
す
。

記

)
医
療
法
施
行
規
則
附
則
第
60
条
第
I
項
に
基
づ
く
報
告

)
同
条
第
2
項
lこ
基
づ
く
報
告

(
移
行
言
十
両
の
認
定
を
受
け
た
旨
の
定
款
変
更
)

(
 )
同
条
第
2
項
に
基
づ
く
報
告

(
新
医
療
法
人
へ
移
行
す
る
旨
の
定
款
変
更
)

(
 )
同
条
第
3
項
に
基
づ
く
報
告

報
告
が
必
要
と
な
っ
た
理
由
が
生
じ
た
日

年

新
医
療
法
人
へ
の
移
行
の
進
捗
状
況
等

日

月月

年年

日
月

記

附
則
様
式
第
5
(附
lllJ
第
的
条
Z
n
l
項
か
ら
第
3
項
ま
で
関
係
)

実
施
状
況
報
告
書

2
 
3
 

展望殿

実
施
状
況
報
告
の
種
別

厚
生
労
働
大
臣

厚
生
労
働
大
臣

月
頃

日
現
在

No. 
出
資
者
の
氏
名
又
は
名
称
住
所

出
資
年
)J
日
出
資
金
制
持
分
放
棄
の
見
込
み

年
月
日

円
有

無

2
 

年
月
日

円
有

無

3
 

年
月
日

円
有

主
E

4
 

年
月
日

円
有

無

5
 

年
月
日

円
有

無

6
 

年
月
日

円
有

主
E

7
 

年
月
日

円
有

無

8
 

年
月
日

円
有

無

9
 

年
月
日

円
有

無

10 
年
月
日

円
有

無

11 
年
月
白

円
有

無

12 
年
月
日

円
有

無

13 
年
月
日

円
有

無

14 
年
月
日

円
有

無

15 
年
月
日

円
有

主
E

16 
年
月
日

円
有

無

月
年

者
名
簿

法
人
名
:

代
表
者
の
氏
名
:

資

合
併
の
時
期

附
則
様
式
第
3
(
附
則
第
57
条
第
2
項
関
係
)

出

出件国側且げ一T巴的N町白川守ωN官時的N
 

制



附
則
様
式
第
6
(
附
則
第
6
0
条
第
3
項
第
2
号
関
係
)

ω
 
N
 

民
~
ゑ
」

出
資
持
分
の
状
況
報
告
書

出
資
額

出
資
持
分
評
価
額
出
資
割
合

持
分
放
棄
額

持
分
払
戻
額

持
分
議
1凌
額

基
金
拠
出
額

J口L
 
言十

No 
出
資
者
名

A
 

B
 

(
%
)
 

D
 

E
 

F
 

G
 

D+E+F+G=H 
C
 

1
 

円
円

n/，
 
0
 

円
円

円
円

円

2
 

円
円

%
 

円
円

円
円

円
|

3
 

円
円

%
 

円
円

円
円

円

4
 

円
円

%
 

円
円

円
円

円
l

5
 

円
円

“'7o
 

円
円

円
円

円

6
 

内
円

%
 

円
円

円
円

円
|

7
 

円
円

%
 

円
円

円
円

円
|

B
 

円
内

%
 

円
円

円
円

円

9
 

円
内

%
 

円
円

円
円

円
1

10 
円

円
。yo

円
円

円
円

円

11 
円

阿
%
 

円
円

円
円

円

12 
円

円
%
 

円
円

円
円

円

13 
円

円
%
 

円
円

円
円

内

14 
円

円
%
 

円
円

円
円

円

15 
円

円
%
 

円
円

円
円

円

16 
円

問
%
 

円
円

円
円

円

17 
円

円
%
 

円
円

円
円

円

18 
円

円
%
 

円
円

円
円

円
|

19 
円

円
%
 

円
円

円
円

円

2
0
 

円
円

Olc 。
円

円
円

円
円
|

計
円

同
%
 

円
円

円
円

円

(昨FFNm開式昨)5手{血回騨νT

「
出
資
持
分
の
放
棄
・
払
戻
・
譲
渡
・
相
続
・
贈
与
・
基
金
処
出
の
内
容
等
J
槻
に
は
、
異
動
の
日
付
け
、
内
容
、
理
由
等
に
つ
い
て
具
体
的
に
記
載
す
る
こ
と
。

出
資
持
分
の
放
棄
・
払
戻
・
議
波
・
相
続
・
贈
与
・
基
金
拠
出
の
内
容
等

注

国的NR白川守ωN世N「



童
話
見
当
(
き
浬
哲
也
山
郡
吉
溺
濁
致
)庄
廠
議
山
W
E
)
廷
料
号
正
嚇

同
制

::m 

回

(号外第 211号)

持
〉
翠
附
蔭
一

路

〉

品

山

口

完
州
知
蹴
見
)
照
的
一

忍
南

部
月

前

剖
F
F仲
J

1

司
目
見
)
什
針
。

E
滅
打
数
以
本
山
片
岡
門
別
円
台
付
桝
，
O
〈

i
g見
)
器
洗
諜
九
吋
染
料
戸
、
m
m
A
「。

間

吾、

N 

E
踏
滞
一
(
蕗
〉
品
山
)

E
踏
時
前
一

E
溺
早
道
一

正
路
掛
回
一
一
秒

涛
潮
見
)
一
ぷ
誠
一

E 

w 

4有

ロ

こE

品ιη 

幸R-==ー・邑

淀
川
撤
回
一

別
表
第
一
』
中
「
別
表
表
一
(
第
一
条
関
係
ど
を
「
別
表
第
一
(
第
一
条
の
二
関
係
)
」
に
改
め
る
。

(
外
国
医
師
等
、
か
行
う
臨
床
修
械
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
句
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
別
別
の
一
部
改
正
)

第
二
条
外
国
医
師
等
が
行
う
臨
床
修
練
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
作
施
行
規
則
(
昭
和
六

十
二
年
厚
生
省
令
第
四
十
七
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

外
国
医
師
等
が
行
う
路
床
修
練
等
に
係
る
医
師
、
法
第
十
七
条
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

題
名
の
次
に
次
の
目
次
及
び
章
名
を
付
す
る
。

目
次第
一
章
総
則
(
第
一
条
l
第
三
条
)

第
二
章
臨
床
修
練
及
び
臨
床
教
授
等
(
第
四
条
第
十
一
条
)

第
三
章
雑
則
(
第
十
二
条
)

附
則
第

一

意

総

則

第
一
条
の
見
出
し
を
「
(
病
院
等
の
指
定
等
)
」
に
改
め
、
同
条
中
「
外
国
医
師
等
が
行
う
臨
床
修
'
泌
に
係
る
医
師
法

第
十
七
条
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
外
国
医
師
等
が
行
う
臨
床
修
練
等
に
係
る
炊
師
、
法
第
十
七
条
等
の
特

例
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
第
二
条
第
四
号
」
を
「
第
二
条
第
五
号
の
規
J

廷
に
よ
る
病
院
又
は
珍
療
所
の
指
定
及
び

同
条
第
十
三
号
」
に
改
め
、
「
当
該
病
院
」
の
下
に
「
又
は
診
療
所
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
=
一
項
そ
加
え
る
。

2

法
第
二
条
第
五
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
診
療
所
は
、
同
号
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
病
院
と
の
附

で
緊
密
な
連
携
体
制
が
確
保
さ
れ
た
診
療
所
と
す
る
。

σ3 

木曜日平成26年 9月25日27 

法
第
二
条
第
十
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
病
院
は
、
次
に
掲
げ
る
病
院
と
す
る
。

一
医
学
又
は
歯
学
在
日
服
修
す
る
謀
総
を
置
く
大
学
に
附
属
す
る
病
院

二
医
療
法
(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
)
第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
機
能
病
院
と
称
す

る
こ
と
に
つ
い
て
の
承
河
川
を
受
け
た
病
院

一
二
高
度
苛
門
医
療
に
閃
す
る
間
究
等
を
行
う
独
立
行
政
法
人
に
関
す
る
法
律
(
平
成
二
十
年
法
律
第
九
十
三
号
)

第
四
条
第
一
羽
に
制
定
す
る
悶
立
高
度
専
門
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー

四
法
第
二
条
第
十
三
り
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
病
院
と
の
闘
で
緊
密
な
述
携
体
制
が
確
保
さ
れ
た
病
院

4

第
二
項
の
診
療
所
が
法
第
二
条
第
五
号
の
焼
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
る
場
合
又
は
前
項
第
四
号
の
病
続
が
法
第

二
条
第
十
三
口
可
の
規
定
に
よ
る
指
定
在
受
け
る
場
合
に
は
、
緊
密
な
連
携
体
制
在
確
保
す
る
病
院
の
管
理
者
の
同

古
室
一
回
そ
だ
生
労
働
大
刊
に
引
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

知
二
条
中
「
第
二
条
第
四
号
の
規
定
ぶ
よ
り
指
定
し
た
病
院
」
を
「
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
臨
床
修
練
病
院

等
」
に
、
「
指
定
病
院
」
そ
「
臨
床
修
練
病
院
等
」
に
改
め
、
「
と
い
う
。
)
」
の
下
に
「
又
は
同
条
第
十
三
号
に
規
定
す

る
臨
床
教
托
等
J

机
院
(
以
下
「
臨
床
教
段
等
病
院
」
と
い
う
。
)
」
を
加
え
、
「
臨
床
修
練
」
を
「
同
条
第
四
号
に
規
定

す
る
臨
床
修
練
(
以
下
「
臨
床
修
練
」
と
い
う
。
)
又
は

M
条
第
十
二
号
に
規
定
す
る
臨
床
教
授
等
(
以
下
「
臨
床
教

授
匂
」
と
い
う
。
ど
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
指
定
病
院
」
を
「
臨
床
修
制
病
院
等
及
び
臨
床
教
授
等
病
院
」
に
改
め
、
「
臨
床
修
練
」
の
下
に
「
又

は
臨
床
教
同
ま
ど
を
加
え
る
。

州
出
三
条
の
次
に
次
の
咋
名
を
付
す
る
。

第
二
章
臨
床
修
税
反
び
臨
床
数
段
等

第
四
条
の
見
出
し
中
「
許
可
」
を
「
臨
床
修
練
の
許
可
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
限
る
。
」
の
下
に
「
次

条
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て

M
じ
。
」
を
加
え
、
問
項
第
四
号
を
削
り
、
同
項
第
五
号
中
「
能
力
を
」
の
下
に
「
前
項

に
刈
定
す
る
者
又
は
臨
床
修
制
病
院
等
の
関
誌
者
、
か
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
中
第
六
号
を
第

五
号
と
し
、
同
羽
第
七
り
中
「
と
す
る
病
院
」
を
「
と
す
る
臨
床
修
練
病
院
等
」
に
、
「
病
院
ご
と
」
を
「
臨
床
修
練

病
院
等
ご
と
」
に
、
「
指
定
病
院
」
を
「
臨
床
修
練
病
院
等
」
に
改
め
、
同
号
を
問
項
第
六
号
と
し
、
伺
項
第
八
口
守
中

「
と
す
る
病
院
」
を
「
と
す
る
臨
床
修
練
病
院
等
」
に
、
「
折
定
病
院
」
を
「
臨
床
修
制
病
院
等
」
に
改
め
、
同
号
そ

向
項
第
七
号
と
し
、
同
州
山
中
出
九
号
ル
」
第
八
号
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
項
第
八
号
」
を
「
第
二
項
第
七
号
」

に
改
め
る
。

第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(
臨
床
教
授
等
の
許
可
の
市
訪
手
続
等
)

第
五
条
法
第
二
十
一
条
の
一
ニ
第
一
頃
の
規
定
に
よ
り
臨
床
教
授
等
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
一

号
に
よ
る
申
訪
h
j
u
h

信
仰
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

前
明
の
申
詰
h

引
い
に
は
、
次
に
掲
げ
る
H
U鎖
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
旅
券
の
写
し
、
住
以
出
の
写
し
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し

二
外
国
に
お
い
て
収
師
又
は
儲
科
医
師
に
相
当
す
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
-
証
す
る
書
面
の
写
し

三
外
国
に
お
い
て
似
師
又
は
歯
科
医
師
に
相
当
す
る
資
格
を
取
得
し
た
後
、
十
年
以
上
、
診
療
に
従
事
し
た
と

と
を
明
ら
か
に
す
る
い
け
類

3 



28 

四
臨
床
教
授
等
を
行
う
の
に
必
要
な
医
学
又
は
歯
科
医
学
に
関
す
る
知
識
及
、
ひ
技
能
を
有
す
る
こ
と
を
託
す
る

書
類

五
患
者
に
与
え
た
損
害
を
賠
償
す
る
能
力
を
前
項
に
規
定
す
る
者
又
は
臨
床
教
授
等
病
院
の
開
設
者
が
有
す
る

こ
と
を
証
す
る
書
類

六
視
覚
、
聴
覚
、
音
声
機
能
若
し
く
は
言
語
機
能
若
し
く
は
精
神
の
機
能
の
障
害
又
は
麻
娘
、
大
麻
若
し
く
は

あ
へ
ん
の
中
毒
者
で
あ
る
か
な
い
か
に
関
す
る
事
項
そ
記
載
し
た
医
師
(
外
国
に
お
い
て
医
師
に
旧
当
す
る
資

格
を
有
す
る
者
そ
含
む
。
)
の
診
断
品
川
(
前
項
に
規
定
す
る
者
が
自
ら
作
成
し
た
も
の
を
除
く
。
)

七
臨
床
教
授
等
を
行
お
う
と
す
る
臨
床
教
授
等
病
院
の
名
称
並
び
に
臨
床
教
授
等
病
院
ご
と
の
臨
床
紋
授
等
の

分
野
、
期
間
及
び
受
入
れ
に
関
す
る
業
務
を
統
括
管
理
す
る
臨
床
教
授
等
責
任
者
の
氏
名
を
記
絞
じ
た
臨
床
教

授
等
計
画
書

八
臨
床
教
授
等
を
行
お
う
と
す
る
臨
床
教
授
等
病
院
の
長
及
び
受
入
れ
に
関
す
る
業
務
を
統
指
管
理
す
る
臨
床

教
授
等
責
任
者
の
承
諾
書

九
許
可
証
用
写
真
一
葉

3

第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
手
数
料
の
額
に
相
当
す
る
収
入
印
紙
を
は
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4

臨
床
教
授
等
外
国
医
師
又
は
臨
床
教
授
等
外
国
歯
科
医
師
(
以
下
「
臨
床
教
授
等
外
国
医
師
等
」
と
い
う
。
)
は
、

臨
床
教
授
等
計
画
書
に
記
載
し
た
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
直
ち
に
変
更
後
の
臨
床
教
授
等
に
係
る
第
二

項
第
八
号
の
承
諾
書
を
添
え
て
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

(
法
第
三
条
第
二
項
第
一
号
ロ
及
び
第
二
十
一
条
の
三
第
二
項
第
一
口
守
口
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
)

第
五
条
の
ニ
法
第
三
条
第
二
項
第
一
号
ロ
及
び
第
二
十
一
条
の
三
第
二
項
第
一
号
ロ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

者
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
(
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
)
第
七
条
の
二
第
一
項
の
腕
定
に

よ
り
証
明
書
が
交
付
さ
れ
て
い
る
者
と
す
る
。

(
臨
床
修
練
の
許
可
の
有
効
期
間
に
係
る
更
新
の
申
請
手
続
)

第
五
条
の
三
法
第
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
の
有
効
期
間
の
更
新
を
申
誇
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第

二
号
に
よ
る
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
第
四
条
第
二
項
第
一
号
、
第
四
号
及
び
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掬
げ
る
書
類

二
法
第
四
条
第
一
項
の
臨
床
修
練
許
可
証
(
第
六
条
及
び
第
七
条
第
一
項
に
お
い
て
「
臨
床
修
練
許
可
証
」
と

ぃ，っ。)

三
有
効
期
間
を
更
新
す
る
こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
が
で
き
る
書
類

3

第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
手
数
料
の
額
に
相
当
す
る
収
入
印
紙
を
は
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
臨
床
教
授
等
の
許
可
の
有
効
期
間
に
係
る
更
新
の
申
請
手
続
)

第
五
条
の
四
法
第
二
十
一
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
許

可
の
有
効
期
間
の
更
新
老
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
二
号
に
よ
る
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(号外第211号)報官木曜日平成 26年9月25日
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前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
第
五
条
第
二
項
第
一
号
、
第
五
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
鍔
げ
る
書
類

二
法
第
二
十
一
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
四
条
第
一
項
の
臨
床
教
授
等
許
可
証

(
次
条
及
び
第
七
条
第
一
項
に
お
い
て
「
競
床
教
授
等
許
可
証
」
と
い
う
。
)

三
有
効
期
間
を
克
新
す
る
と
と
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
国
か
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
が
で
き
る
書
類

3

第
一
項
の
申
引
年
い
に
は
、
手
数
料
の
館
に
相
当
す
る
収
入
印
紙
を
は
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条
中
「
法
第
四
条
第
一
項
の

'M床
修
練
許
可
-
証
(
以
下
「
許
可
証
」
と
い
う
。
)
」
を
「
臨
床
修
練
許
可
証
及

び
臨
床
教
提
等
許
可
証
」
に
、
「
様
式
第
二
号
」
そ
「
様
式
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
臨
床
修
練
外
国
医
師
等
」
の
下
に
「
又
は
臨
床
教
授
等
外
国
医
師
等
」
そ
加
え
、
「
、
許
可
証
」

を
「
、
臨
床
修
練
許
可
証
又
は
臨
床
教
授
等
許
可
証
(
以
下
「
許
可
証
」
と
い
う
。
)
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
様

式
第
三
号
」
を
「
様
式
第
四
ロ
ぎ
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
一
同
明
中
「
臨
床
修
練
外
国
医
師
等
」
の
下
に
「
又
は
臨
床
教
授
等
外
国
医
師
等
」
を
加
え
、
同
条
第
二

項
中
「
絞
式
第
四
号
」
そ
「
級
式
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
臨
床
修
綴
外
国
医
師
等
」
の

下
に
「
又
は
臨
床
教
授
等
外
国
医
師
等
」
宇
佐
加
え
る
。

第
九
条
中
「
臨
床
修
練
外
国
医
師
等
」
の
下
に
「
又
は
臨
床
教
授
等
外
国
医
師
等
」
を
、
「
、
臨
床
修
練
」
の
下
に

「
又
は
臨
床
教
授
等
」
を
加
え
る
。

第
十
条
及
ひ
第
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(
総
括
臨
床
修
練
指
導
医
等
及
び
総
括
臨
床
教
授
等
責
任
者
)

第
十
条
臨
床
修
練
病
院
等
の
長
は
、
当
該
臨
床
修
練
病
院
等
に
お
け
る
臨
床
修
練
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
臨
床
修
練
指
導
医
等
の
う
ち
か
ら
一
人
を
総
括
臨
床
修
練
指
導
医
若
し
く
は
総
括

臨
床
修
練
指
導
歯
科
医
又
は
総
指
臨
床
修
練
指
導
者
と
し
て
選
任
す
る
も
の
と
す
る
。

Z
臨
床
教
綬
等
病
院
の
長
は
、
当
該
臨
床
教
授
等
病
院
に
お
け
る
臨
床
教
授
等
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
臨
床
教
授
等
穴
任
者
の
う
ち
か
ら
一
人
を
総
括
臨
床
教
授
等
責
任
者
と
し
て
選
任
す

る
も
の
と
す
る
。

(
臨
床
修
練
-
証
明
書
)

第
十
一
条
臨
床
修
練
外
国
医
師
等
は
、
様
式
第
六
号
に
よ
り
、
臨
床
修
練
病
院
等
の
長
及
び
厚
生
労
働
大
臣
に
対

し
、
当
該
臨
床
修
練
外
国
一
悦
師
等
が
法
に
基
づ
き
臨
床
修
練
を
行
っ
た
旨
の
証
明
を
求
め
る
と
と
が
で
き
る
。

第
十
一
条
の
次
に
次
の
章
名
を
付
す
る
。

第
三
章
雑
則

第
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(
期
限
の
特
例
)

第
十
二
条
第
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
返
納
の
期
限
が
行
政
機
関
の
休
日
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
六
十
三
年
法
律

第
九
十
一
号
)
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
政
機
関
の
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
行
政
機
関
の
休
日
の
翌
日
を

も
っ
て
そ
の
期
限
と
み
な
す
。

第
十
三
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
そ
削
る
。

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
六
号
ま
で
そ
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



29 平成26年9月25日木曜日

様式第一号(第四条第一項及び第五条第一項関係〉

官

写真 収入印紙欄

photo revenue stamp 

40四百X30mm

報 (号外第 211号)

※許可番号

※許可年月日

臨床修練/臨床教授等許可申請書
APPLICATION FOR PERMISSION FOR ADVANCED CLINICAL TRAINING ~ CLINICAL TEACHING AND RESEARCH 

厚生労働大臣 殿

To: Minister of Health， Labour and Welfare 

外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律の規定に基づき、関係書類を添えて臨床修練文は臨床
教授等の許可を申誇します。

Under the provisions of the Law concerning the Exceptional Cases of the Medical Practitioners' Act， Article 17， on 
the Advanced Clinical Training of Foreign Medical Practitioners， etc.， 1 hereby apply for permission for advanced clinical 
training or clinical teaching and research， and submit the necessary documents. 

ロ臨床修練~Advanced clinical training 
自的~Purpose

ロ競床教授~Clinical teaching 白臨床研究~Clinical research 

国籍 生年月日 年 月 日

Nationality Date of birth Year Month Day 

原語表記

in the original letters 

氏名 英語表記

Name in English 

日本語表記(カタカナ)

in ]apanese Katakana 

性男IJ~Sex 口男~Male 口女~Female

出生地~Place of birth 

本国における居住地

Home town!city 

日本における居住地

Address in ]apan 

電話番号~Telephone No. 

口帰国~Return to your country 

臨床修練又は臨床教授等終了後の予定 勤務予定先~Intended place of work 

Plans after the advanced clinical training or 

clinical teaching and research ロその他~others



平成 26年 9月25日木曜日 官 幸良 (号外第 211号) 30 

資格を取得した外国の国名

Country where the license is obtained 

資格を取得した年月日 年 月 日
外国医師(歯科医師・看護師等)

Date when the license is obtained Year Month Day 
資格

原語表記
Foreign license of 

in the origin呂1letters 
medical practitioner 

資格の名称 英語表記
(dental practi tioner • nurse) 

Name of the license in English 

日本語表記(カタカナ)

in ]apanese Katakana 

成年被後見人又は被保佐人であることの有無 口なし/No

An adult ward or a person under curatorship 口あり/Yes

。なし/No

罰金以上の刑に処せられたことの有無 口あり/Yes
日本国及び外国において

Fine or severer punishment 具体的内容/Details
欠格事自に該当しない旨の申述

口なし/No
Declaration that appl icant has 

産業停止等の行政処分を受けたことの有無 ロあり/Yes
not come unclcr grounds for 

license suspension 具体的内容/Details
disqualification 

in ]apan or口verseas
口なし/No

医事に関し、犯罪又は不正の行為を行ったことの有無 口あり/Yes

Criminal records concerning medical affairs 具体的内容/Details

以上の記載内容は事実と相違ありません。

1 hereby declare that the statement given above is true and correct. 

年 月 日

Year Month Day -
(注 意)1. 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。

(Remarks) Use the paper of ]apan Industry Size A 4. 

2. ※印の欄にl土、記入しないこと。

Colunm wi th ※sign is for official use only. 

3. 黒ボールペンを用い、かい書文はブロック体ではっきり記入すること。

Write clearly in block letters with ball守 pointpen. 

4. 収入印紙には、消却をしないこと。

Don't seal the revenue. stamp. 

5. 指示のない榔は日本語又は英語で記入すること。

Fill in ]apanese or English except in indicated cases. 



31 平成 26年 9月25日木曜日 官 報 (号外第211号)

様式第二号(第五条の三第一項及び第五条の四第一項関係)

写真 収入印紙欄

photo revenue stamp 
※許可番号

40mmX30mm 

※許可年月日

臨床修練/臨床教授等許可更新申請書

APPLICATION FORRENEWAL OF EFFECTIVE TERM OF PERMISSION FOR ADVANCED CLINICAL TRAI~ING 

~ CLINICAL TEACHING AND RESEARCH 

厚生労働大臣 殿

To: Minister of Health， Labour and Welfare 

外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律の規定に基づき、関係書類を添えて臨床修練又は臨床

教授等の許可の有効期間の更新を申誇します。

Under the provisions of the Law concerning the Exceptional Cases of the Medical Practitioners' Act， Article 17， on 

the Advanced Clinical Training of Foreign Medical Practitioners， etc.， 1 hereby apply for renewal of the effective term 
of the permission for advanced clinical training or clinical teaching and research， and submit the necessary documents. 

許可番号 許可年月日 年 月 日

Permission No. Date of permissio日 Year Month Day 

口臨床修練~Advanced clinical training 
目的~Purpose

口臨床教授~Clinical teaching口臨床研究~Clinical research 

国籍 生年月日 年 月 日

Nationali ty Date of birth Year Month Day 

原語表記

in the original letters 

氏名 英語表記

Name in English 

日本語表記(カタカナ)

in ]apanese Katal四na

日本における居住地

Address in ]apan 

電話番号~Telephone No 

更新の理由

Reason for renewal 

ロ帰国~Return to your country 

臨床修練又は臨床教授等終了後の予定 勤務予定先~Intended place of work 

Plans after the advanced clinical training or 

clinical teaching and research ロその他~others



平成26年 9月25日木曜日 官 幸R (号外第211号) 32 

成年被後見人又は被保佐人であることの有無 口なし/No

An adult ward or a person under curatorship ロあり/Yes

ロなし/No

罰金以上の刑に処せられたことの有無 口あり/Yes
日本国及び外国において

Fine or severer punishrnent 具体的内容/Details
欠格事由に該当しない旨の申述

口なし/No
Declaration that applicant has 

医業停止等の行政処分を受けたことの有無 口あり/Yes
not come under grounds for 

license suspension 具体的内容/Details
dis司ualification

in ]apan or overseas 
口なし/No

医事に関し、犯罪又は不正の行為を行ったことの有無 。あり/Yes

Criminal records concerning medical affairs 具体的内容/Details

以上の記載内容は事実在相違ありません。

1 hereby declare that the statement given above is true and correct. 

年 月 日

Year Month 製工

(注 意)1. 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。

(Remarks) Use the paper of ]apan Industry Size A 4 . 

2. ※印の欄には、記入しないこと。

Column with ※sign is for official use only. 

3 黒ボールペンを用い、かい書又はブロック体ではっきり記入すること。

Write clearly in block letters with bal1 -point pen 

4. 収入印紙には、消印をしないこと。

Don't seal the revenue stamp. 

5. 指示のない欄は日本語又は英語で記入すること。

Fill in ]apanese or English except in indicated cases. 



33 平成26年 9月 25日木曜日 官 報 (号外第211号)

様式第三号(第六条関係)

(表面)

外国医師(外国歯科医師・外国看護師等)

Foreign Medical Practitioner (Foreign Dental Practitioner • Foreign Nurse) 

臨床修練許可証/臨床教授等許可証

CERTIFICATE OF PERMISSION OF ADVANCED CLINICAL TRAINING / CLINICAL TEACHING AND RESEARCH 

許可の種別 口臨床修練/Advanced Clinical τ'raining 
骨peof Permission 口臨床教授等/ClinicalTeaching and Research 

国籍

Nationality 

(ローマ字)

氏名 (in Roman Letters) 

Name (カタカナ)

Cin Japanese Katakana) 

許可番号 年 月 日

(Permit No.) Date ofPermit Year Month Day 

許可の期限 年 月 日

写真 Term ofPermission Until Year Month Day 

会印photo 

厚生労働大臣

Minister of Health ， Labour and Welfare 

(裏面)

(注意事項)

(Remarks) 

1 臨床修練外国医師若しくは臨床修練外国歯科医師又は臨床修練外宮看護郁等は、厚生労働大臣の指定する病院又は診療所

において臨床修練指導医若しくは臨床修練指導歯科医又は臨床修練指導者の実地の指導監督の下に臨床修練を行わなけ

ればならない。

Foreign medical practitioners， dental practitioners or nurses are permitted for advanced clinica:l training， only under 

the tuition and supervision of clinical instructors in the hospitals or clinics designated by the Minister of Health， 

Labour and Welfare. 

2 臨床教授等外国医師又は熊床教授等外国歯科医師は、厚生労働大臣の指定する病院において臨床教授等を行わなければな

らないo

Foreign medical practitioners or dental practitioners are permitted for clinical teaching and research， only in the 

hospitals designated by the Minister ofHealth， Labour and Welfare. 

3.許可の条件は、次のとおりとする。

Conditions of permission is as follows. 

4.外国医師又は外国歯科医師は、処方せんの交付を行うことができない。

Foreign medical practitioners or dental practitioners are not permitted to issue prescriptions. 

5.外国医師若しくは外国歯科医師又は外国看護師等は、臨床修練文は臨床教授等を行う時、この許可証を見やすい位置に着

用しなければならない。

During clinical training or clinical teaching and research， foreign medical practitioners， dental practitioners or 

nurses must wear this certi五cateat a visible place. 
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一
口
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一
同
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一

一
年
一
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サ
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一
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一
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一
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一

一
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臨床修練許可証/臨床教授等許可証書換え交付申請書
APPLICATION FOR REWRITING CERTIFICATE OF PE剛ISSIONOF ADVANCED CLINICAL TRAINING ~ CLINICAL TEACHING釧DRESEARCH 

口臨床修練許可証
許可証の種別 Certification of Permission of Advanced clinical training 

Type of Certification of Permission I口臨床教授等許可証
Certification of Permission of Clinical teaching and research 

許可番号
Permit No. 

一
日
比

一月

h

一
年
ば

一可

e

一許

h

年 月
Month 

日
Day Year 

変更を生じた事項
Items to change 

変 更 前 変 更 後
before Change after Change 

国 籍
Nationa1ity 

氏 名
Name 

(原語)
(in Original Letters) 

(ローマ字)
(in Roman Letters) (Last) (First) (Middle) (Last) (First) (Middle) 

(カタカナ)
(in Japanese Katakana) (Last) (First) (Middle) (Last) (Firs t) (Middle) 

変更の事由
Reason for Change 

上記により、関係書類を添えて萱豆証の書換え交付を申請します。
As mentioned above， hereby apply for rewriting the Certificate of Permission， and submi t the 

necessary documents. 

日本における居住地
Present Address in Japan c/o 方

電話番号 Tel. No. 

(原語)
(in original Letters) 

氏 名 (ローマ字)
(in Roman Letters) (Last) (First) (Middle) 

Name 

(カタカナ)
(in Japanese Katakana) (Last) (First) (Middle) 

生年月 日 年 月 日
Date of Birth Year Month Day 

厚生労働大臣
To: Minister of Health， Labour and Welfare 

殿

(Date) 年
町

月

Month 

日
Day 

署名
Signature 



35 平成26年9月25日木曜日

様式第五号(第八条第二項関係)

宮 報 (号外第 211号)

|※許可番号 l 
臨床修練許可証/臨床教授等許可証再交付申請書

APPLICATION FOR REISSUE OF CERTIFICATE OF PERMISSION OF ADVANCED CLINICAL TRAINING ~ CLINICAL TEACHING AND RESEARCH 

口臨床修練許可証

許可証の種別 Certification of Permission of Advanced clinical training 

Type of Certification of Permission I口臨床教授等許可証
Certification of Permission of Clinical teaching and research 

許可番号 許可年月日 年 月 日
Permi t No. Date of Permit Year Month Day 

1 00 Nati。山 l目ace3B判
氏 名 Name 
(原語)(in Original Letters) 

(ローマ字)
(in Roman Letters) (Last) (First) (Middle) 

(カタカナ)
(in ]apanese Katakana) (Last) (First) (Middle) 

|性 sex jll| 男 女
Male Female 

生年月 日 年 月 日
Date of Birth Year Month Day 

上記の許可証を(破った・汚した・失った)ので、関係書類を添えて許可証の再交付を申請します。
hereby apply for the reissue of the Certificate of Permission， and submit the necessary 

documents. 

日本における居住地
Present Address in ]apan c/o 方

電話番号 Te1. No. 

(原語)
(in Original Letters) 

氏 名
(ローマ字)
(in Roman Letters) (Last) (First) (Middle) 

Name 

(カタカナ)
(in ]apanese Katakana) (Last) (First) (Middle) 

生年月 日 年 月 日
Date of Birth Year Month Day 

厚生労働大臣 殿
To: Minister of Health， Labour and Welfare 

(Date) 年
Year 

月
Month 

日

Day 

量~
Signature 



平成 26年 9月25日木曜日 官 幸R (号外第 211号) 36 

掠式第六号(第十一条関係)

臨床修練証明書
CERTIFICATE OF ADVANNCED CLINICAL TRAINING 

vd 

早
川

出生地

Place of Birth 

氏名(原語)

On Original Le仕活rs)

(Name) 

(ローマ字)

(in Roman Letters) (Last) (First) (Middle) 

生年月日 年一 月 日

Date of Birth Year Month Day 

上記の者は、次のとおり、臨床修練を行った者であることを証明する。

This is to certify that the person mentioned above received the advanced clinical training ，as follows. 

1.臨床修練を行った病院の名称

Name of hospital in which he/ she has received advanced c1inical traininng 

2. 臨床修練の内容

Details of advanced clinical training 

3. 臨床修練の期間

Term of advanced c1inical training 

(Date) 
年

Year 

月

Month 

臼

Day 

盤底2圭
Presidennt ofHospital 

印

臨床修練指導医(指導歯科医・指導者) 印

Clinical Instructor 

上記の者は、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第 17条等の特例等に関する法律第3

条第1項の規定に基づき、臨床修練の許可を受けた者であることを証明する。

This is to certify that under the provision of Article 3， Paragraph 1 ofthe Law conceming the 
Exceptional Cases ofthe Medical Practitioners Act， Articlel7， on the Advanced Clinical Training of 
Foreign Medical Practitioners， etc.， the person mentioned above was granted permission for advanced 
clinical training. 

(Date) 
年

Year 
月

Month 

日

Day 

厚生労働大臣

Minister ofHealth， Labour and Welfare 
印



(号外第 211号)報

様
式
第
七
号
か
ら
様
式
第
九
号
ま
で
を
削
る
。

(
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
ひ
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
胞
行
規
則
の
一
部
改
正
)

第
三
条
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
巡
労
働
者
の
保
詑
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
(
昭
和
六

十
一
年
労
働
省
令
第
二
十
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
三
十
条
の
十
二
第
一
項
」
を
「
第
三
十
条
の
十
七
第
一
項
」
に
改
め
る
。

(
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
、
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の

技
術
の
利
用
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
)

第
四
条
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
脅
一
自
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通

信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
省
令
(
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
行
令
第
四
十
四
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
表
二
外
国
医
師
等
が
行
う
臨
床
修
練
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特
例
等
に
閲
す
る
法
律
(
昭
和
六

十
二
年
法
律
第
二
十
九
号
)
の
項
中
「
外
国
医
師
等
が
行
う
臨
床
修
織
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特
例
等
に
関

す
る
法
律
」
を
「
外
国
医
師
等
が
行
う
臨
床
修
練
等
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
与
の
特
例
勾
に
関
す
る
法
律
」
に
改

め
、
「
第
十
一
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
二
十
一
条
の
六
」
を
加
え
る
。

〈
高
度
専
門
医
療
に
関
す
る
研
究
等
そ
行
う
独
立
行
政
法
人
の
業
務
運
営
政
び
に
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
の

一
部
改
正
)

第
五
条
高
度
専
門
医
療
に
関
す
る
研
究
等
を
行
う
独
立
行
政
法
人
の
業
務
運
営
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省

令
(
平
成
二
十
二
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
八
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
第
一
項
第
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
外
国
医
師
等
が
行
う
臨
床
修
練
等
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
一
条

第
一
項

(
厚
生
労
働
省
組
織
規
則
の
一
部
改
正
)

第
六
条
厚
生
労
働
省
組
織
規
則
(
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
二
項
第
二
号
中
「
外
国
医
師
の
臨
床
修
練
」
を
「
外
国
医
師
等
の
臨
床
修
練
及
び
臨
床
教
授
等
」
に

改
め
、
「
病
院
」
の
下
に
「
又
は
診
療
所
」
を
加
え
、
「
、
臨
床
修
練
の
許
可
及
び
臨
床
修
練
指
導
阪
の
認
定
」
を
「
並

び
に
臨
床
修
練
及
び
臨
床
教
授
等
の
許
可
」
に
改
め
、
「
こ
と
」
の
下
に
「
(
他
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
)
」

を
加
え
る
。
附

則

(
施
行
期
日
)

ー
と
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(
経
過
措
置
)

2

平
成
二
十
六
年
に
お
け
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
医
療
法
施
行
規
則
(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
規

則
」
と
い
う
。
)
第
三
十
条
の
三
十
三
の
三
に
規
定
す
る
病
床
機
能
鍛
告
に
係
る
新
規
則
第
三
十
条
の
三
十
三
の
六
第

一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
問
項
中
「
同
月
三
十
一
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
十
一
月
十
四
日
」
と
す
る
。

3

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
と
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
紘
式
(
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
)
に

よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
M

悼
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

4

と
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
問
、
こ
れ
を
取
り
絡
っ
て
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

官木曜日平成 26年 9月25日37 
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O
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
六
十
二
号

地
川
叫
に
お
け
る
何
一
成
妙
、
む
介
唱
院
の
総
九
日
的
必
鉱
山
な
推
准
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
必
備
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部

の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
問
係
行
ヘ
刊
の
恰
備
に
悶
サ
る
省
令
(
平
成
二
ト
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
八
号
)
の
施
行

に
伴
町
民
び
間
的
次
施
行
阿
川
(
川
和
二
十
二
一
年
い
印
生
行
令
日
五
十
号
)
第
三
一
十
条
の
三
十
三
の
六
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、

Mmwよ随
行
規
則
第
一
一
一
{
条
の
三
十
一
二
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
、
か
定
め
る
方
法
を

火
の
よ
う
に
定
め
、
川
l
成
二
十
六
年
卜
月
一
一
回
か
ら
適
用
す
る
つ

平

成

二

十

六

年

九

月

二

十

五

日

厚

生

労

働

大

臣

塩

崎

恭

久

医
権
法
純
一
行
加
山
川
第
三
十
条
の
二
一
十
三
の
六
第
一
項
の
規
定
に
幻
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
方
法

町
一
航
法
施
行
問
川
(
町
和
二
十
三
午
以
生
行

h
第
五
十
日
c

以
下
「
胤
川
」
と
い
う
G

)

第
三
十
条
の
三
十
三
の
六
第

一
川
の
周
辺
に
以
づ
き
、
医
山
州
法
施
行
知
則
泊
三
十
条
の
三
十
二
一
の
六
第
一
項
の
刻
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定

め
る
方
以
は
、
次
の
亥
の
涼
一
川
酬
に
削
げ
る
初
比
口
内
容
に
応
じ
、
向
表
の
第
二
側
に
掲
げ
る
報
告
単
位
そ
基
本
と
し
て
、

同
ぷ
の
第
三
制
こ

U
Yる
と
お
り
と
す
る
。

項事要なそ議向じいうの床規定1;f11lm条ううほ「五口法付ト二布icJ;:7:1!jAii 
の必他 ) 一、以下c能をijt す五三Vノ重、J 」fL当トコ?第11十;td〉

{J号第一と以二三戸
病lこ二十い下百年目的E

び(4; (:j) (2) (1)イ等病 対ιに・法第 H|援E);にalt，i;去~1 
そのの今前一J第十正すωち、 係る病I)j;五条 てい号けを(1)の許-州数E本 F数R Adニ「こ 中北φAすL十O条J 朝告内行日

臼十

る知定なによおりi条附I第=十白I八十年世岐fqF l' のつ るう 同世d 才lこJーZD も の1床LぃIj て 業を務ち 、 (Jーの ーは 、 るJ)1
と部、許 病~H
さの(liれ A改tう及t にの療養 行つ可をと 療2医伐2 号 の号

又はあつ(当を除に2f所ひ訟診病院bては苦び戸病棟言つ 震宰ip車型i 
言療記itては、 以下。群のも病床の又

円C!J病院 内ののは

i去フ 法フ
ア ア

ルイ ルイ 報丘口と

等に 等に 法方

言録す己 言録すd 

方る 方る 記法アの



(号外第 211号)

ロ
人
員
の
配
置

川
助
産
師
、
口
淀
川
、
准
看
護
姉

及
び
看
花
補
助
者
の
数

ω
薬
剤
師
、
理
学
療
法
土
、
作
業

療
法
士
、
言
活
聴
党
士
及
び
臨
床

工
学
技
士
の
数

ハ
医
療
機
器
等

川
主
と
す
る
FIM
療
科
目

ω
算
定
す
る
入
院
基
本
料
及
び
特

定
入
院
料

叩
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
病

院
の
病
棟
並
び
に
一
州
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
病
焼
、
基
礎
係
数
、
暫

定
調
整
係
数
、
機
能
評
価
係
数
T

及
び
機
能
計
価
係
数
E
(平
成
一
合

十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
六

十
五
号
)
別
表
第
一
か
ら
別
表
第

三
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

病
続
に
あ
っ
て
は
、
同
表
の
い
ず

れ
に
該
当
す
る
か
の
別

ゆ
在
宅
療
養
支
援
病
院
(
診
療
報

酬
の
算
定
方
法
(
平
成
二
十
年
厚

生
労
働
省
告
示
第
五
十
九
号
)
別

表
第
一
医
科
汚
療
抑
制
点
数
次

(
以
下
「
医
科
点
数
表
」
と
い
う
c
)

の
区
分
番
号
C
0
0
0
に
掲
げ
る

往
診
料
の
注
1
に
規
定
す
る
在
宅

療
養
支
援
病
院
を
い
う
。
以
下
ζ

の
凶
に
お
い
て
同
じ
J
、
在
宅
総

養
支
援
診
療
所
(
医
科
点
数
表
の

区
分
番
号
B
0
0
4
に
掲
げ
る
退

院
時
共
同
指
導
料
ー
に
則
定
す
る

在
宅
療
養
支
援
診
絞
所
を
い
う
り

以
下
こ
の
ゆ
に
お
い
て
同
じ
J
又

は
在
宅
療
長
後
方
支
援
約
院
(
医

科
点
数
表
の
区
分
早
川
持
C
O
1
2

に
掲
げ
る
在
宅
忠
者
共
同
診
療
料

の
注
ー
に
規
定
す
る
十
代
宅
政
災
後

方
支
援
病
院
を
い
う
一
υ

以
下
こ
の

川
間
に
お
い
て
同
じ
。
)
の
い
ず
れ
か

で
あ
る
病
院
又
は
診
療
所
に
あ
っ

て
は
、
在
宅
療
養
支
援
病
院
、
在

宅
療
養
支
援
診
療
所
ヌ
は
在
宅
療

養
後
方
支
援
病
院
の
い
グ
れ
に
該

当
す
る
か
の
別
並
び
に
病
院
又
は

診
療
所
及
び
病
院
又
は
診
療
所
以

外
に
お
け
る
看
取
り
数

ぽ
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令

(
昭
和
三
十
九
年
厚
生
竹
令
第
八

号
)
第
一
一
条
第
一
項
の
救
急
約
続

又
は
救
急
診
療
所
で
あ
る
病
院
又

は
診
療
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨

附
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
断
層
撮
影
装
置

の
数
川
六
十
四
列
以
上
の
検
出
器
を

有
す
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
断
層
撮

影
装
置
の
数

療提入
の供院
内す患
草寺る者
医に
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佃
十
六
列
以
上
六
十
四
列
未
満

の
検
出
器
を
有
す
る
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
断
層
撮
影
装
置
の
放

問
十
六
列
未
満
の
検
出
原
を
有

す
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
断
層
撮
影

装
置
の
数

m
磁
気
共
鳴
州
伶
診
断
九
日
夜
置
の
数

山
静
防
川
必
段
、
か
三
テ
ス
ラ
以

上
の
阪
ノ
A
共
鳴
画
像
診
断
装
刊

の
以

山
静
磁
刈
強

iMが
一
・
五
テ
ス

ラ
以
上
三
テ
ス
ラ
未
満
の
磁
気

共
的
州
像
rM
断
装
置
の
数

価
総
併

mm強
度
が
一
・
五
テ
ス

ラ
未
u
仙
の
磁
気
共
鳴
画
像
診
断

決
別
の
数

川
口
血
行
連
続
撮
影
装
聞
の
数

削

5
P
R
C
T
装
置
の
数

日

P
E
T
装
丙
の
数

ω
強
度
変
阿
川
放
射
線
治
療

(
I
M

R
T
)
を
行
う
た
め
の
際
部
の
数

回
一
地
川
操
作
式
密
封
小
紋
源
治
療

装
置
の
数

日
串
学
刊
の
退
院
後
の
療
誌
に
必
要

な
仰
川
山
似
療
ザ

1
ビ
ス
又
は
福
祉

サ
ー
ビ
ス
そ
提
供
す
る
者
と
の
連

慌
が
」
行
う
部
門
の
設
円
の
有
無
及

び
当
該
部
門
の
的
成
日
の
数

回
人
棟
患
者
の
状
況

イ
新
岡
入
附
患
者
の
人
数

ロ
在
棟
患
者
の
延
べ
人
数

ハ
退
棟
患
者
の
人
数

ニ
入
棟
前
の
場
所
別
の
入
椋
患
者
の

人
数

ホ
予
定
入
院
(
あ
ら
か
じ
め
入
院
す

る
ζ

と
が
、
決
ま
っ
て
い
た
均
合
の
入

院
を
い
う
J
及
び
緊
急
入
院
(
予
定

入
院
以
外
の
入
続
を
い
う
。
)
の
串
笠
宮

の
人
数

ヘ
退
糾
伎
の
場
所
別
の
退
棟
患
者
の

人
数

ト
退
棟
後
に
は
凶
宅
等
に
お
け
る
医
療

ゆ
叩
明
供
か
」
必
M
M
と
す
る
退
陣
患
者
の

f

芸

五
手
術
の
実
施
状
況

イ
手
術
の
総
件
以
及
び
そ
の
臓
器
別

の
内
-n山

口
八
手
け
府
酔
の
手
術
の
件
数
及
び
そ

の
馴
刷
出
別
の
内
訳

ハ
胸
腔
鏡
下
手
術
の
実
施
件
数

ニ
山
際
鏡
下
手
術
の
実
胞
件
放

ホ
内
視
鏡
手
術
用
支
援
機
器
加
算
の

算
定
件
数

病
棟

病
棟

フ
ァ
イ
ル
等
に
記
録
す
る
方

法方下プ六規
法「ト第則
」レ情三第
とセ報項三
いプ』こに十
うトよ規条
J情る定の
幸田方す三
に法る十
よ(レ三
る以セの
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八
救
急
医
肢
の
実
施
状
況

イ
院
内
ト
リ
ア

l
ジ
実
施
料
の
算
定

件
数

ロ
夜
間
休
日
政
急
服
送
医
学
管
理
料

の
算
定
件
役

ハ
精
仙
川
科
疾
患
患
者
等
受
入
加
算
の

算
定
件
数

ニ
救
急
医
療
管
理
加
口
1
及
び

2
の

算
定
件
数

ホ
在
宅
患
者
緊
急
入
院
診
療
加
算
の

日
以
定
件
数

ヘ
仙
日
急
服
送
忠
者
地
域
連
民
紹
介
加

算
の
算
定
件
数

ト
地
域
迎
携
ひ
療
計
画
管
理
料
の
算

定
件
数

チ
救
命
の
た
め
の
気
管
内
挿
管
の
実

施
件
数

リ
休
表
面
ぺ

1
シ
ン
グ
法
又
は
食
道

ペ
l
シ
ン
グ
法
の
実
施
件
数

ヌ
非
同
胸
的
心
マ
ッ
サ
ー
ジ
の
実
施

件
数

ル
カ
ウ
ン
タ
ー
シ
ョ
ッ
ク
の
実
施
件

九

V
ヘ

ヰ
n
h
N
F

ヲ
心
膜
穿
刺
の
実
施
件
数

ワ
食
道
圧
迫
止
血
チ
ュ
ー
ブ
挿
入
法

の
実
施
件
数

カ
休
日
又
は
夜
間
に
受
治
し
た
患
者

の
数

ヨ
カ
の
患
者
の
う
ち
診
察
後
、
直
ち

に
入
院
と
な
っ
た
患
者
の
数

タ
救
急
車
の
受
入
門
数

九
急
性
期
そ
経
過
し
た
患
者
及
び
在
宅

復
帰
に
対
す
る
支
援
の
状
況

イ
退
院
調
主
加
算
l
及
び

2
の
算
定

件
数

ロ
救
急
・
在
宅
手
支
援
病
床
初
期
加

引
及
び
れ
む
・
在
宅
等
支
援
必
養
病

床
初
期
加
算
の
幻
定
件
数

ハ
救
急
即
送
患
者
地
域
連
携
受
入
加

算
の
算
定
件
数

ニ
地
域
迎
帥
Mpd政
計
画
退
院
時
指
導

料
出
の
口
一
定
件
数

ホ
退
院
時
共
同
指
導
料
2
の
算
定
件

ら

v
ヘ
米
女

ヘ
介
護
支
援
連
抗
指
導
料
の
算
定
件

数
ト
退
院
時
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
指

一
四
一
日
料
の
幻
定
件
数

チ
退
院
前
訪
問
指
導
料
の
算
定
件
数

十
重
症
患
者
に
対
す
る
治
療
等
の
実
施

状
況
イ
中
心
静
脈
注
射
の
実
施
件
数

ロ
呼
吸
心
拍
監
視
の
実
施
件
数

ハ
酸
素
吸
入
の
実
施
件
数

病
棟

病
棟

療はま病

~zT 
続山カ
又あか
L土つら
診てタ

るは(レ
方、カセ
法フかブ
)アらト
イタf青
ルま報
等でに
}こによ
記ある
録つ方
すて法

レ
セ
プ
ト
情
報
に
よ
る
方
法

レ
セ
ブ
ト
情
報
に
よ
る
方
法
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二
一
日
当
た
り
の
観
血
的
動
脈
圧
測

定
の
実
施
件
数

ホ

ド

レ

l
ン
法
及
び
胸
腔
又
は
腹
腔

洗
浄
の
実
施
件
数

ヘ
一
日
当
た
り
の
人
工
呼
吸
の
実
施

件
数

ト
人
て
腎
臓
又
は
腹
膜
潅
流
の
実
施

件
数

チ
経
管
栄
養
カ
テ

1
テ
ル
交
換
法
の

実
施
件
数

十
一
疾
患
に
応
じ
た
リ
ハ
ビ
リ
テ
!

シ
ヨ
ン
及
び
早
期
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
の
状
況

イ
疾
患
別
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
料

の
算
定
件
数

ロ
早
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
加
算

の
算
定
件
数

ハ
初
期
加
賓
の
算
定
件
数

ニ
摂
食
機
能
療
法
の
実
施
件
数

ホ
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
充
実
加
算

の
算
定
件
数

ヘ
体
制
強
化
加
算
の
算
定
件
数

ト
休
日
リ
ハ
ビ
リ
テ

i
シ
汗
ン
提
供

体
制
加
算
の
算
定
件
数

チ
入
院
時
訪
問
指
導
加
算
の
算
定
件

数
リ
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
提
供
を

必
要
と
す
る
状
態
に
あ
る
患
者
の
割

ム
口

ヌ
一
日
に
提
供
す
る
リ
ハ
ビ
リ
テ

i

シ
ョ
ン
に
つ
い
て
算
定
す
る
入
院
患

者
一
人
当
た
り
の
平
均
単
位
数

ル
一
年
間
に
お
け
る
退
棟
患
者
数
の

合
計

ヲ
回
復
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病

棟
入
院
料
を
算
定
し
て
い
る
病
棟
に

あ
っ
て
は
、
ル
の
亭
匁
台
の
う
ち
、
入

棟
時
の
呂
常
生
活
機
能
評
価
(
基
本

診
療
料
の
施
設
基
準
等
(
平
成
三
十

年
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
十
二
号
)

第
九
の
十
の
似
チ
又
は
向
以
ト
の
円

常
生
活
機
能
の
評
価
を
い
う
ν

ワ
に

お
い
て
向
じ
。
)
が
十
点
以
上
で
あ
っ

た
者
の
数

ワ
回
筏
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病

棟
入
院
料
を
算
定
し
て
い
る
病
棟
に

あ
っ
て
は
、
ル
の
串
劣
官
の
う
ち
、
退

株
時
(
転
椋
時
を
含
む
つ
)
の
日
常
生

活
機
能
評
価
が
、
入
棟
時
に
比
較
し

て
四
点
以
上
(
回
復
期
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
病
棟
入
院
料
2
又
は

3

を
算
定
し
て
い
る
病
棟
に
あ
っ
て

は
、
三
点
以
上
)
改
善
し
て
い
た
者

の
数

病
悦

るは(レ
方、リセ
?去フヵ、フ
)アらト

イワ↑
lルレま幸報日
等で;にこ
;にこlにこよ
記ある
録つ方
すてj法去

t
リ

川

何

時

凶

ハ

当
分
の
問
、
第
一
糊
第
五
号
、
第
六
号
F

リ
に
係
る
部
分
を
除
く
c
)
、
第
七
号
(
カ
に
係
る
部
分
を
除
く
。
)
、
第
八

号
(
カ
か
ら
タ
ま
で
に
係
る
部
分
を
除
く
心
)
、
第
九
号
、
第
十
号
、
第
十
一
号
(
リ
か
ら
ワ
ま
で
に
係
る
部
分
を
除
く
。
)
、

第
十
二
号
、
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
(
ニ
に
係
る
部
分
に
限
る
o
)
に
掲
げ
る
報
告
内
零
に
係
る
第
二
納
に
掲
げ
る
報

告
単
位
に
つ
い
て
は
、
同
州
制
中
斗
病
棟
」
と
あ
る
の
は
、
「
L
K
州
院
又
は
診
療
所
」
と
す
る
。

十 十 十
ト ヘホ ニハロイ四

件1輯ii情fιiのii i 
i i EZ署長

) 入施院 者百等障

日521;i 議者入i 設 i; のの の 数の の

害役j 件入東 看ので 能機 の 算件数定 及び 況
算定 2 

病棟 病棟 病棟

プ?去フ レ レ

情幸にト日ニ(あ;こイI等アL 

セ セ
フ プ

情報ト '報情ト
ょっに

るては記録す
に に
よ cレh 

室)レ、る る る
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